
「高等教育の修学支援新制度」の予約採用者に対する前期授業料の取扱いについて

〇高等教育の修学支援新制度（以下「新制度」という）の予約採用者は、入学前に入学金や前期授業料等の納付
のために、まとまった資金を用意することに苦慮するケースが多い。これまでも文部科学省からは、可能な
限り納付期限の猶予などの配慮を依頼。

〇新制度の予約採用者の入学金・前期授業料の取扱について、本年５月に大学等へ調査を実施したところ、
入学金・前期授業料について、多くの大学等が一旦全額を学校に納付させ、後日、減額分の還付を実施して
いた。（入学金７割、前期授業料５割）

※

※ 減免後の差額を請求している私立大学の７校に入学金等の取扱いと納付期限の聞き取り調査を実施したところ、
納付期限を４月以降としている大学は１校で、残りの６校は、入学手続や学籍管理の観点から、３月末までに一定の
納付が必要であるとの回答であった。

これらの理由として、仮に入学金は３月中納付、前期授業料を４月以降納付を可とした場合、
試験合格者から入学辞退を申し出るケース、あるいは、入学辞退の意思表示を示さないケースが増加する懸念があり、
大学として適正な入学定員や学籍管理を行うことが難しいとの意見が多数あった。

経緯

〇一方で、新制度の趣旨や予約採用者の経済的状況等を鑑み、入学前の前期授業料納付について、
様々な工夫や調整により、授業料減免を実施した後の差額分のみを請求している大学等も見られた。
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実施上
の課題

■事務手続が煩雑である
繁忙期で、学費納入時期の猶予や減免額の反映、通知
書の作成、認定者の管理等の事務処理が煩雑。

■正式採用後の確定情報を基に減免を実行する方が適切
過去には、学生が伝えてきた採用区分と実際に採用
された区分が異なった。

■学籍を確定させること
が出来ない

入学金、前期授業料、
入学手続書類の提出を
もって入学要件を満たし、
学籍登録を実施している。

■大学経営を圧迫させる

現行７月に減免分交付
申請手続し、９月に減免分
が納付されるため、その
間は大学が前期授業料を
肩代わりしている。

WEB出願の際に、全受験生
に対して、新制度の予約
採用者の申請有無及び支援
区分を事前に申請（確認）
することで、入学後に生じる
事務作業量の予測を立てや
すくしている。

一旦全額納付させている
理由として、学校の資金
繰りと回答したのはわずか
（１割未満）であるが、新年度
に資金が必要な場合は、
私学事業団から借入が可能。

入学前の事務手続において、
入学金は全額納付し、前期
授業料は減免後の差額分を
納付するよう案内。
入学辞退者の入学金を徴収
し損ねることがない。

出願時 （又は合格後）に
「採用候補者決定通知書」の
写しを提出（又は画像を
出願サイトにアップロード）
した者に対して、減免額を
差し引いた前期授業料を
納付するよう案内。

事務作業の手間や負担はあるものの、入学手続に関係する事務部門内（入試・学生支援・財務部門）で、手続の流れや運用体制の
構築等を連携して協議。

取組
事例

ＷＥＢ出願時に新制度
予約採用者を事前把握

「採用候補者決定通知書」
による事前確認

入学金＋前期授業料
（減免後の差額分）で対応

必要時は私学事業団から
借入が可能

関係する事務部内での横断的な連携

〇納付期限の猶予や差額分のみの請求を現に行っている大学／行っていない大学から聞き取り調査を行い、実施上の課題と取組事例を整理。

授業料減免後の差額分のみを請求する場合の実施上の課題と取組事例

（主に取組
を行ってい
ない大学等
のご意見）

（主に取組
を行って
いる大学等
に見られる
共通事項）




